
別紙３ 

新旧対照表 

【特例輸入者及び特定輸出者の承認要件の審査要領について（平成 19 年３月 31 日財関第 418 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改正後 改正前 

 

関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第７条の５に規定する承認の要件及び同

法第 67 条の４に規定する承認の要件の審査は、平成 19 年４月１日より、下

記により行うこととするので了知ありたい。 

 

記 

 

１～４ （省略） 

 

５ 特定の事業部門に係る承認申請の取扱い 

  承認申請者が法人である場合であって、当該法人における特定の事業部

門が制度を利用するために承認申請が行われる場合の取扱いについては、

次による。 

 ⑴ 承認申請者の名称は当該法人の名称とし、本制度を利用しようとする

特定の事業部門の名称について、申請者欄の「（対象事業部門の名称）」

の欄への記載を求める。なお、当該承認申請により承認を受けた者であ

って、当該特定の事業部門以外の事業部門が制度を利用しようとする場

合には、承認内容の変更として処理するものとする。 

⑵ 承認申請者が㈶日本貿易関係手続簡易化協会（ＪＡＳＴＰＲＯ）が付

番する日本輸出入者標準コード（以下単に「コード」という。）を取得し

ている法人である場合には、当該法人が取得したコードとは異なるコー

ドを特定の事業部門が取得している必要があるので留意する。 

 ⑶ 上記２の規定に基づく審査は、当該法人全体が法第７条の５第１号又

は法第 67 条の４第１号の規定に該当するか否かについて審査することと

なるので留意する。 

 ⑷ 特定の事業部門に対してのみ適用される法令遵守規則が提出された場

合には、上記４に準じて審査を行うとともに、当該法令遵守規則が当該

特定の事業部門において他の事業部門から独立して十分に機能し得るも

のであることを確認するものとする。 

 

 

 

 

関税法（昭和 29 年法律第 61 号）第７条の５に規定する承認の要件及び同

法第 67 条の４に規定する承認の要件の審査は、平成 19 年４月１日より、下

記により行うこととするので了知ありたい。 

 

記 

 

１～４ （同左） 
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改正後 改正前 

 

別紙 

 

法令遵守規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 

 

１ 体制整備等に関する基本的事項 

① （省略） 

② 最高責任者は、法令遵守規則を執行するに当たって最も適当な者

であるか。 

（注）承認申請者が法人である場合であって、当該法人における特定

の事業部門（以下「特定事業部門」という。）が特例輸入関連業務又

は特定輸出関連業務を行う場合（以下「特定事業部門による利用の

場合」という。）であっても、その最高責任者は、法令遵守規則を執

行するに当たって適当な者（例えば、当該法人の代表権を有してい

る代表取締役又はこれに準ずる者など）であることが必要である。 

③ 法令遵守のために必要な体制（担当部門、責任者）が明記されて

いるか。 
㋑ 特例輸入者が定める法令遵守規則にあっては、規則第１条の２

第１号イに規定する各部門及び責任者（承認申請者が法人でない

場合にあっては、規則第１条の２第２号イに規定する者であっ

て、それぞれ該当する者をいう。（注１）において同じ。） 
㋺ 特定輸出者が定める法令遵守規則にあっては、規則第９条第１

号イに規定する各部門（承認申請者が法人でない場合にあって

は、規則第９条第２号イに規定する者であって、それぞれ該当す

る者をいう。（注１）において同じ。） 
㋩ 特定事業部門による利用の場合であって、特例輸入者が定める

法令遵守規則にあっては、規則第１条の２第１号イに規定する各

部門又は当該部門に相当する特定事業部門に属する部署及び責任

者 
㋥ 特定事業部門による利用の場合であって、特定輸出者が定める

法令遵守規則にあっては、規則第９条第１号イに規定する各部門

又は当該部門に相当する特定事業部門に属する部署及び責任者 
（注１）上記㋑及び㋺においては、規則第１条の２第 1 号イ⑴又は第

 

別紙 

 

法令遵守規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 

 

１ 体制整備等に関する基本的事項 

① （同左） 

② 最高責任者は、法令遵守規則を執行するに当たって最も適当な者

であるか。 

 

③ 法令遵守のために必要な体制（担当部門、責任者）が明記されて

いるか。 
㋑ 特例輸入者が定める法令遵守規則にあっては、規則第１条の２

第１号イに規定する各部門及び責任者（承認申請者が法人でない

場合にあっては、規則第１条の２第２号イに規定する者であっ

て、それぞれ該当する者をいう。以下同じ。） 
㋺ 特定輸出者が定める法令遵守規則にあっては、規則第９条第１

号イに規定する各部門（承認申請者が法人でない場合にあって

は、規則第９条第２号イに規定する者であって、それぞれ該当す

る者をいう。以下同じ。） 
 
 
 
 
 
 
 
（注）規則第１条の２第 1 号イ⑴又は第９条第 1 号イ⑴に規定する部
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改正後 改正前 

９条第 1 号イ⑴に規定する部門（以下「総括管理部門」という。）

及び第１条の２第 1 号イ⑸又は第９条第 1 号イ⑷に規定する部門

（以下「監査部門」という。）は、それぞれ他の部門から独立して

いることが望ましい。これらの部門以外の部門（規則第１条の２

第１号イ⑵から⑷まで又は第９条第１号イ⑵及び⑶に規定する部

門。以下「事業部門」という。）については、承認申請者の実情に

応じ、一の部門が他の部門の業務を兼務しても差し支えないもの

とするが、この場合においては、その旨が法令遵守規則に明記さ

れる必要がある。 
（注２）上記㋩及び㋥においても、上記（注１）に準拠することとな

るので留意する。なお、総括管理部門又は監査部門に相当する部

署が特定事業部門に属している場合には、これらの部署が他の部

署から独立して総括管理部門又は監査部門が行うべき業務を遂行

できる体制にあることが必要である。 

④ 各部門（特定事業部門による利用の場合においては、当該各部門

に相当する特定事業部門に属する部署を含む。この項において同

じ。）について、以下の措置は講じられているか。 
 ㋑～㋩ （省略） 
⑤ 輸出入に係る業務の全部又は一部を関連会社等に委託する場合に
は、当該関連会社の委託の適否が適正に確認され、適正な選定がな
されているか。 

（注）税関又は関係する監督官庁により、コンプライアンスに関する

認定等を受けた事業者への委託が望ましい。 
２ 各部門の業務内容等に関する事項 

⑴ 総括管理部門 
① 総括管理部門（特定事業部門による利用の場合においては、当該

総括管理部門に相当する特定事業部門に属する部署を含む。以下同

じ。）は、法令遵守の観点から、特例輸入関連業務又は特定輸出関連

業務を総合的に管理できる立場にあるか。 

② 総括管理部門は、法令遵守規則の適正な実施を確保するために必

要な、次に掲げる業務を行っているか。 
㋑～㋠ （省略） 

（注）承認申請者において法令遵守規則の適正な実施が確保されると

門（以下「総括管理部門」という。）及び第１条の２第 1 号イ⑸又

は第９条第 1 号イ⑷に規定する部門（以下「監査部門」という。）

は、それぞれ他の部門から独立していることが望ましい。これら

の部門以外の部門については、申請者の実情に応じ、一の部門が

他の部門の業務を兼務しても差し支えないものとするが、この場

合においては、その旨が法令遵守規則に明記される必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 

 

④ 各部門について、以下の措置は講じられているか。 
  
 
 ㋑～㋩ （同左） 
⑤ 輸出入に係る業務の全部又は一部を関連会社等に委託する場合に
は、当該関連会社の委託の適否が適正に判断され、適正な選定がな
されているか。 

（注）税関又は関係する監督官庁により、コンプライアンスに関する

認定等を受けた事業者への委託が望ましい。 
２ 各部門の業務内容等に関する事項 
⑴ 総括管理部門 
① 総括管理部門は、法令遵守の観点から、特例輸入関連業務又は特

定輸出関連業務を総合的に管理できる立場にあるか。 
 
 

② 総括管理部門は、法令遵守規則の適正な実施を確保するために必

要な、次に掲げる業務を行っているか。 
㋑～㋠ （同左） 

（注）承認申請者において法令遵守規則の適正な実施が確保されると



                             新旧対照表 

【特例輸入者及び特定輸出者の承認要件の審査要領について（平成 19 年３月 31 日財関第 418 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

4 

改正後 改正前 

認められる場合には、これらの業務の全てが網羅されておらず、

又はこれらの業務のうちいずれかの業務が事業部門（特定事業部

門による利用の場合においては、当該事業部門に相当する特定事

業部門に属する部署を含む。以下同じ。）が行うこととされていて

も差し支えない。 

⑵ 事業部門 
① 「事業部門」には、担当する業務毎に、その知識及び経験に照ら

して相応しい従業員が配置されているか。 
 
 

② （省略） 

３ （省略） 
４ 貨物管理の履行に関する事項 

①～④ （省略） 

⑤ 管理対象貨物の管理を通関業者、運送業者又は倉庫業者等の関連

業者に委託している場合には、当該関連業者が貨物管理に関する体

制を整備しているか。 
（注）倉庫業者においては、特定許可者であること。フォワーダー等

においては、国土交通省により特定フォワーダーと認められてい

るなどが望ましい。 
５及び６ （省略） 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

① 承認申請者の特例輸入関連業務又は特定輸出関連業務に関して業

務上関連を有する子会社若しくは関連会社（例えば、特例申告貨物

又は特定輸出貨物の保管・管理を委託している会社等。）又はこれら

の業務の全部又は一部を委託している通関業者、運送業者又は倉庫

業者等（以下「関連会社等」という。）は、承認申請者と連携してこ

れらの業務を適正に遂行する責務を有することが契約書等によって

明らかにされているか。 

②及び③ （省略） 
８～13 （省略） 

 

 

認められる場合には、これらの業務の全てが網羅されていなくて

も差し支えない。 
 
 
 

⑵ 事業部門 
① 総括管理部門及び監査部門以外の部門（規則第１条の２第１号イ

⑵から⑷まで又は第９条第１号イ⑵及び⑶に規定する部門。以下

「事業部門」という。）には、担当する業務毎に、その知識及び経験

に照らして相応しい従業員が配置されているか。 

② （同左） 

３ （同左） 
４ 貨物管理の履行に関する事項 

①～④ （同左） 

⑤ 管理対象貨物の管理を通関業者、運送業者又は倉庫業者等の関連

業者に委託する場合には、当該関連業者の貨物管理に関する体制を

確認しているか。 
（注）倉庫業者においては、特定許可者であること。フォワーダー等

においては、国土交通省により特定フォワーダーと認められてい

るなどが望ましい。 
５及び６ （同左） 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

① 承認申請者の特例輸入関連業務又は特定輸出関連業務に関して業

務上関連を有する子会社若しくは関連会社（例えば、特例申告貨物

又は特定輸出貨物の保管・管理を委託している会社等。）又はこれら

の業務の全部又は一部を委託している通関業者、運送業者又は倉庫

業者等（以下「関連会社等」という。）は、承認申請者と連携してこ

れらの業務を適正に遂行する責務を有することが当該関連会社等と

の契約書等において明記されているか。 

②及び③ （同左） 
８～13 （同左） 
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改正後 改正前 

 

別紙様式 

 

法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 
 
１ 体制整備等に関する基本的事項 

No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄

① （省略） 

② 最高責任者は、法令遵守規則を執行するに当た

って最も適当な者であるか 

（注）承認申請者が法人である場合であって、

当該法人における特定の事業部門（以下

「特定事業部門」という。）が特例輸入関

連業務又は特定輸出関連業務を行う場合

（以下「特定事業部門による利用の場合」

という。）であっても、その最高責任者

は、法令遵守規則を執行するに当たって適

当な者（例えば、当該法人の代表権を有し

ている代表取締役又はこれに準ずる者な

ど）であることが必要である。 

□YES
□NO 

  

③ 法令遵守のために必要な体制（担当部門、責任

者）が明記されているか。 
 ㋑ 特例輸入者が定める法令遵守規則にあっ

ては、規則第１条の２第１号イに規定する

各部門及び責任者（承認申請者が法人でな

い場合にあっては、規則第１条の２第２号

イに規定する者であって、それぞれ該当す

る者をいう。（注１）において同じ。） 
 ㋺ 特定輸出者が定める法令遵守規則にあっ

ては、規則第９条第１号イに規定する各部

門（承認申請者が法人でない場合にあって

は、規則第９条第２号イに規定する者であ

って、それぞれ該当する者をいう。（注

１）において同じ。） 
 ㋩ 特定事業部門による利用の場合であっ

て、特例輸入者が定める法令遵守規則にあ

っては、規則第１条の２第１号イに規定す

る各部門又は当該部門に相当する特定事業

部門に属する部署及び責任者 

□YES
□NO 

  

 

別紙様式 

 

法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 
 

１ 体制整備等に関する基本的事項 

No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄 

① （同左） 

② 最高責任者は、法令遵守規則を執行するに当た

って最も適当な者であるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□YES
□NO 

  

③ 法令遵守のために必要な体制（担当部門、責任

者）が明記されているか。 
 ㋑ 特例輸入者が定める法令遵守規則にあっ

ては、規則第１条の２第１号イに規定する

各部門及び責任者（承認申請者が法人でな

い場合にあっては、規則第１条の２第２号

イに規定する者であって、それぞれ該当す

る者をいう。以下同じ。） 
 ㋺ 特定輸出者が定める法令遵守規則にあっ

ては、規則第９条第１号イに規定する各部

門（承認申請者が法人でない場合にあって

は、規則第９条第２号イに規定する者であ

って、それぞれ該当する者をいう。以下同

じ。） 
 
 
 
 
 

□YES
□NO 
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 ㋥ 特定事業部門による利用の場合であっ

て、特定輸出者が定める法令遵守規則にあ

っては、規則第９条第１号イに規定する各

部門又は当該部門に相当する特定事業部門

に属する部署及び責任者 
（注１）上記㋑及び㋺においては、規則第１条

の２第 1 号イ⑴又は第９条第 1 号イ⑴に規

定する部門（以下「総括管理部門」とい

う。）及び第１条の２第 1 号イ⑸又は第９

条第 1 号イ⑷に規定する部門（以下「監査

部門」という。）は、それぞれ他の部門か

ら独立していることが望ましい。これらの

部門以外の部門（規則第１条の２第１号イ

⑵から⑷まで又は第９条第１号イ⑵及び⑶

に規定する部門。以下「事業部門」とい

う。）については、承認申請者の実情に応

じ、一の部門が他の部門の業務を兼務して

も差し支えないものとするが、この場合に

おいては、その旨が法令遵守規則に明記さ

れる必要がある。 
（注２）上記㋩及び㋥においても、上記（注

１）に準拠することとなるので留意する。

なお、総括管理部門又は監査部門に相当す

る部署が特定事業部門に属している場合に

は、これらの部署が他の部署から独立して

総括管理部門又は監査部門が行うべき業務

を遂行できる体制にあることが必要であ

る。 

各部門（特定事業部門による利用の場合におい

ては、当該各部門に相当する特定事業部門に属

する部署を含む。この項において同じ。）につ

いて、以下の措置は講じられているか。 

   ④ 

 ㋑～㋩ （省略）    

⑤ 輸出入に係る業務の全部又は一部を関連会社等

に委託する場合には、当該関連会社の委託の適

否が適正に確認され、適正な選定がなされてい

るか。 
（注）税関又は関係する監督官庁により、コン

プライアンスに関する認定等を受けた事業

者への委託が望ましい。 

   

２ 各部門の業務内容等に関する事項 

 
 
 
 
 
（注） 規則第１条の２第 1 号イ⑴又は第９条

第 1 号イ⑴に規定する部門（以下「総括管

理部門」という。）及び第１条の２第 1 号

イ⑸又は第９条第 1 号イ⑷に規定する部門

（以下「監査部門」という。）は、それぞ

れ他の部門から独立していることが望まし

い。これらの部門以外の部門については、

申請者の実情に応じ、一の部門が他の部門

の業務を兼務しても差し支えないものとす

るが、この場合においては、その旨が法令

遵守規則に明記される必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

各部門について、以下の措置は講じられている

か。 
   ④

 ㋑～㋩ （同左）    

⑤ 輸出入に係る業務の全部又は一部を関連会社等

に委託する場合には、当該関連会社の委託の適

否が適正に判断され、適正な選定がなされてい

るか。 
（注）税関又は関係する監督官庁により、コン

プライアンスに関する認定等を受けた事業

者への委託が望ましい。 

   

２ 各部門の業務内容等に関する事項 
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（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 
⑴ 総括管理部門 
No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄

① 総括管理部門（特定事業部門による利用の場合

においては、当該総括管理部門に相当する特定

事業部門に属する部署を含む。以下同じ。）

は、法令遵守の観点から、特例輸入関連業務又

は特定輸出関連業務を総合的に管理できる立場

にあるか。 

□YES
□NO 

  

総括管理部門は、法令遵守規則の適正な実施を

確保するために必要な、次に掲げる業務を行っ

ているか。 
（注）承認申請者において法令遵守規則の適正

な実施が確保されると認められる場合に

は、これらの業務の全てが網羅されておら

ず、又はこれらの業務のうちいずれかの業

務が事業部門（特定事業部門による利用の

場合においては、当該事業部門に相当する

特定事業部門に属する部署を含む。以下同

じ。）が行うこととされていても差し支え

ない。 

   

② 

 ㋑～㋠ （省略）    

⑵ 事業部門 
No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄

① 事業部門には、担当する業務毎に、その知識及

び経験に照らして相応しい従業員が配置されて

いるか。 □YES
□NO 

  

② （省略） 

３ （省略） 
４ 貨物管理の履行に関する事項 

No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄

①～④ （省略） 

⑤ 管理対象貨物の管理を通関業者、運送業者又は

倉庫業者等の関連業者に委託している場合に

は、当該関連業者が貨物管理に関する体制を整

備しているか。 

□YES
□NO 

  

⑴ 総括管理部門 
No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄 

① 総括管理部門は、法令遵守の観点から、特例輸

入関連業務又は特定輸出関連業務を総合的に管

理できる立場にあるか。 
 
 
 

□YES
□NO 

  

総括管理部門は、法令遵守規則の適正な実施を

確保するために必要な、次に掲げる業務を行っ

ているか。 
（注）承認申請者において法令遵守規則の適正

な実施が確保されると認められる場合に

は、これらの業務の全てが網羅されていな

くても差し支えない。 
 
 
 
 
 

   

②

㋑～㋠ （同左）    

⑵ 事業部門 
No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄 

① 総括管理部門及び監査部門以外の部門（規則第

１条の２第１号イ⑵から⑷まで又は第９条第１

号イ⑵及び⑶に規定する部門。以下「事業部

門」という。）には、担当する業務毎に、その

知識及び経験に照らして相応しい従業員が配置

されているか。 

□YES
□NO 

  

② （同左） 

３ （同左） 
４ 貨物管理の履行に関する事項 

No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄 

①～④ （同左） 

⑤ 管理対象貨物の管理を通関業者、運送業者又は

倉庫業者等の関連業者に委託する場合には、当

該関連業者の貨物管理に関する体制を確認して

いるか。 

□YES
□NO 
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改正後 改正前 
（注）倉庫業者においては、特定許可者である

こと。フォワーダー等においては、国土交

通省により特定フォワーダーと認められて

いるなどが望ましい。 

５及び６ （省略） 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄

① 承認申請者の特例輸入関連業務又は特定輸出関

連業務に関して業務上関連を有する子会社若し

くは関連会社（例えば、特例申告貨物又は特定

輸出貨物の保管・管理を委託している会社

等。）又はこれらの業務の全部又は一部を委託

している通関業者、運送業者又は倉庫業者等

（以下「関連会社等」という。）は、承認申請

者と連携してこれらの業務を適正に遂行する責

務を有することが契約書等によって明らかにさ

れているか。 

□YES
□NO 

  

②及び③ （省略） 

８～13 （省略） 

 

（注）倉庫業者においては、特定許可者である

こと。フォワーダー等においては、国土交

通省により特定フォワーダーと認められて

いるなどが望ましい。 

５及び６ （同左） 
７ 関連会社等の指導等に関する事項 

No 審 査 事 項 自己評価及び実施内容（実施状況）等 税関審査欄 

① 承認申請者の特例輸入関連業務又は特定輸出関

連業務に関して業務上関連を有する子会社若し

くは関連会社（例えば、特例申告貨物又は特定

輸出貨物の保管・管理を委託している会社

等。）又はこれらの業務の全部又は一部を委託

している通関業者、運送業者又は倉庫業者等

（以下「関連会社等」という。）は、承認申請

者と連携してこれらの業務を適正に遂行する責

務を有することが当該関連会社等との契約書等

において明記されているか。 

□YES
□NO 

  

②及び③ （同左） 

８～13 （同左） 
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